
 

 

１ 特例の概要 

規
模
縮
小
農
家 

担
い
手
農
家 

農用地利用集積計画による所有権移転 

譲渡 取得 

規
模
縮
小
農
家 

担
い
手
農
家 

譲渡 
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２ 農地保有合理化事業又は農地利用集積円滑化事業を活用して農地を取得する場合の考え方 
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または 
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※ 特例の適用対象は、農振法（昭和44年法律第58号）第８条第２項第１号に規定する農用地区域内の農地を取得した場合に限定。 

農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画によって農地を 
取得した場合の不動産取得税の課税標準の特例（地方税法附則第１１条第１項） 
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（２）農地所有者代理事業を活用する場合 

（１）農地売買等事業を活用する場合 


